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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日付取締役会において、下記の通り、株主優待制度の一部を変更することを決議いたし

ましたので、お知らせいたします 

 

記 

 

１．変更の内容 

 当社の株主優待制度におけるクーポンの内容と金額を見直すとともに継続保有期間に応じ

た優待内容に変更します。 

 なお、継続保有期間につきましては、2024 年９月 20 日まで遡り算出いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名  株式会社 セキド 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 関 戸  正 実 

(コード：9878 東証スタンダード) 

問合せ先  
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２．新株主優待の内容 

   対象の株主様に対して保有期間・保有株式数に応じた当社株主様専用サイトで使用できる    

  コスメセットのクーポンを贈呈（１年間有効）いたします。株主優待の内容詳細につきまして  

  は対象株主様あてにご郵送する「株主優待のご案内」及び株主様専用サイト内にてご覧いた 

  だきますようお願いいたします。 

 

（１）継続保有期間について  

   ①１年未満 

     毎年３月 20 日または９月 20 日現在の株主名簿に記載または記録されている株主様 

   ②１年以上２年未満 

     1 年以上２年未満保有する株主様とは、３月 20 日および９月 20 日の当社株主名簿に、同一

株主番号で３回以上連続して保有が記載または記録されていることをいいます。「500 株～1千

株未満」の株主様については、継続して 500 株以上を保有していることが条件となります。な

お、「１千株以上２千株未満」および「２千株以上」を保有している株主様は、直近基準日時点

の保有株式数により判定いたします。  

   ③２年以上 

     ２年以上保有する株主様とは、３月 20 日および９月 20 日の当社株主名簿に、同一株主番号

で５回以上連続して保有が記載または記録されていることをいいます。「500 株～1 千株未満」

の株主様については、継続して 500 株以上を保有していることが条件となります。なお、「１

千株～２千株未満」および「２千株以上」を保有している株主様は、直近基準日時点の保有株

式数により判定いたします。 

  

（２） 株主優待の適用開始時期 

    2026 年９月 20 日の名簿記載分より開始いたします。 

 

（３） 株主優待制度のご案内時期 

    対象株主様あてに「株主優待のご案内」を郵送いたします。３月 20 日確定分は６月上旬、     

   ９月 20 日確定分は 12 月上旬に送付を予定しております。 

 

（４） 優待品の選択方法 

  「株主優待のご案内」に沿って株主様専用サイト上でご希望の品⽬を選択していただき、受取

⼿続きをお願いいたします。 

 

（５）ご注意事項 

    株主番号が変更となった場合は、継続保有の権利が失効し、その後の名簿記載日から再度起

算となります。なお、以下は株主番号が変わる可能性のある事例です。 

    ■株主名簿の登録が変更された場合 

     ・相続などにより株式の名義人が変更となった場合 

     ・婚姻や転居により、株主名簿に記載の氏名・かな・住所が変更となった場合 

     ・株式をお預けの証券会社を変更した場合 

     ・株主さまの親権者および後見人等の法定代理人、常任代理人の変更・解除があった場合 

    ■株主名簿の登録から外れた後、再度登録された場合   

     ・証券会社の貸株サービスをご利用されている場合 

     ・保有株式を全て売却し、基準日までに株式を買い戻した場合 

    株主番号は証券保管振替機構からの総株主通知に基づき新規・継続が自動的に判定、採番さ

れております。意図せず株主番号が変更されてしまった場合に、過去の株主番号への修正はで

きかねますのであらかじめご了承ください。また、いつから株式を保有しているか、何株保有

しているかにつきましてはお預け頂いている証券会社にお問い合わせをお願いいたします。 

 

   なお、株主優待制度の内容につきましては変更になることがございます。 

以上 




